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こ
れ
ま
で
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
で
介
護
保

険
料
を
納
め
て
い
る
人
に
対
し

て
、
４
月
上
旬
に
仮
徴
収
（
４・

６・
８
月
）
の
金
額
を
記
載
し

た
お
知
ら
せ
を
発
送
し
て
い
ま

し
た
が
、
４・６・８
月
分
の
保

険
料
は
、
２
月
分
の
金
額
と
同

額
と
な
る
た
め
、
令
和
２
年
度

か
ら
お
知
ら
せ
の
発
送
を
廃
止

し
ま
す
。

　
な
お
、本
徴
収（
10
月
、12
月
、

翌
年
２
月
）
の
保
険
料
は
、
７

月
に
年
間
保
険
料
額
が
決
定
し

ま
す
の
で
、
仮
徴
収
分
を
差
し

　

風
し
ん
の
予
防
接
種
を
公
的

な
接
種
と
し
て
受
け
る
機
会
が
な

く
、
抗
体
保
有
率
が
他
の
世
代
に

比
べ
て
低
い
（
約
80
％
）
世
代
の

男
性
は
、
令
和
４
年
３
月
31
日
ま

で
の
期
間
に
限
り
、
抗
体
検
査
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
ク
ー
ポ
ン
券
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
ク
ー
ポ
ン
券
を

利
用
し
て
抗
体
検
査
を
受
け
て
い

た
だ
き
、
検
査
の
結
果
、
十
分
な

量
の
抗
体
が
な
い
人
は
、
予
防
接

種
を
受
け
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　
風
し
ん
の
抗
体
検
査
は
町
ぐ
る

み
健
診
で
も
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
町
ぐ
る
み
健
診
で
受
け
る

引
い
た
金
額
を
３
回
に
分
け
て

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の

金
額
は
、
７
月
に
通
知
し
ま
す
。

　
ま
た
、
仮
徴
収
と
本
徴
収
の

差
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
、
６・
８
月
の
保
険

料
を
調
整
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
対
象
者
に
は
、
変
更
後
の

保
険
料
額
を
通
知
し
ま
す
。

※
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
ま
た

は
納
付
書
納
付
）
の
人
は
こ

れ
ま
で
ど
お
り
４
月
上
旬
に

仮
徴
収
（
１
期
、
２
期
）
の

金
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い

場
合
は
健
康
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
勤
め
先
の
事
業
所
健
診
で
の
検

査
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
各
事

業
所
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

対
象
者　
❶
昭
和
37
年
４
月
２
日

～
昭
和
47
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
男
性
❷
昭
和
47
年
４
月

２
日
～
昭
和
54
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
男
性

ク
ー
ポ
ン
券
の
送
付
時
期

　
❶
今
年
４
月
上
旬
❷
昨
年
４
月

※
ク
ー
ポ
ン
券
を
紛
失
し
た
人
は

健
康
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

費
用　
抗
体
検
査
・
予
防
接
種
と

も
無
料

介護保険料仮徴収額
特別徴収のお知らせの廃止

風しんの抗体検査・
定期予防接種の開始

問長寿・保険課☎ 43-5217

問健康課☎ 43-5218

お知
らせ

お知
らせ

　
農
業
共
済
事
業
は
、
４
月
１
日

よ
り
兵
庫
県
農
業
共
済
組
合
が
実

施
し
ま
す
。
現
在
ご
加
入
の
共
済

は
、
特
別
の
手
続
き
な
く
同
組
合

が
引
き
継
ぎ
、
事
故
が
発
生
し
た

場
合
な
ど
は
、
ご
加
入
時
の
補
償

条
件
で
お
支
払
い
し
ま
す
。

同
組
合
南
あ
わ
じ
事
務
所

▽
住
所　
榎
列
上
幡
多
１
９
１
１

番
地
３

※
下
図
参
照

※
電
話
番
号
に

変
更
は
あ
り

ま
せ
ん

農業共済は新たな組合が
行います
問兵庫県農業共済組合南あわじ事務所
　☎ 42-6210

案内

【位置図】

令和２年度国民年金保険料 ◆
第
１
号
被
保
険
者
保
険
料

　
１
万
６
５
４
０
円

　
国
民
年
金
保
険
料
額
の
変
更

に
伴
い
前
納
の
保
険
料
額
も
変

わ
り
ま
す
。

◆
前
納
の
申
込
に
つ
い
て

　

口
座
振
替
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に
よ
る
６
カ
月
（
４

～
９
月
分
）、
１
年
お
よ
び
２

年
前
納
の
申
込
期
限
は
、
前

年
度
の
２
月
末
ま
で
に
金
融
機

関
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
届
出

が
必
要
で
す
。（
６
カ
月
前
納

（
10
月
～
翌
年
３
月
分
）
は
当

年
８
月
末
と
な
っ
て
い
ま
す
）

　
現
金
納
付
に
よ
る
前
納
の
申

込
期
限
に
つ
い
て
は
、
４
月
中

で
あ
れ
ば
手
続
き
可
能
で
す
。

◆
納
付
方
法
に
つ
い
て

　
６
カ
月
分
（
令
和
２
年
４
月

～
９
月
）、
１
年
分
、
２
年
分

の
現
金
前
納
お
支
払
い
は
４
月

30
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
６
カ
月
分
（
10
月
～
令

和
３
年
３
月
）
の
現
金
前
納
の

お
支
払
い
は
11
月
２
日
ま
で
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
金
融
機

関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
の
窓
口
に
て
、
前
納

用
の
納
付
書
を
添
え
て
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
保
険
料
額
が
30
万

円
を
超
え
る
納
付
書
は
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
お
支

払
い
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

令和２年度の国民年金保険料
問ねんきんダイヤル☎ 0570-05-1165

お知
らせ

納付方法 １カ月分 ６カ月分 １年分 2年分

月々の現金払い 16,540円 99,240円 198,480円 ※397,800円

前
　
納

現金・
クレジット － 98,430円 194,960円 383,210円

口座振替 16,490円
（早割） 98,110円 194,320円 381,960円

※令和３年度の保険料が 16,610 円になるため、16,540 円× 12 月＋ 16,610 円× 12 月＝ 397,800 円

　

新
製
品
お
よ
び
新
技
術
の
開
発

等
を
行
う
事
業
者
に
対
し
、
開
発
に

要
す
る
経
費
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

対
象
者　
次
の
す
べ
て
の
条
件
に

該
当
す
る
人
❶
市
内
事
業
者
で

あ
る
こ
と
❷
市
税
を
滞
納
し
て
い

な
い
こ
と
❸
過
去
に
当
事
業
補

助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ

と
❹
暴
力
団
員
等
で
な
い
こ
と

補
助
内
容　
補
助
対
象
経
費
の
合

計
額
の
２
分
の
１
以
内

※
上
限
１
０
０
万
円
（
１
０
０
０

円
未
満
は
切
捨
て
）

申
請
締
切　
５
月
29
日
（
金
）

新製品や新技術の
開発に補助お知

らせ

区　分 内　　　容

1 機械工具費 機械装置の購入、製造、改造、借用、修繕また
は据付等に要する経費

2 技術指導費 大学等から技術指導を受けるために必要な経費

3 特許等取得費 開発した新技術等の特許等の取得に要する経費

4 委託費
設計、加工、デザイン、試験等や新製品等の市
場ニーズ調査等開発に必要な事項の一部を委託
するために要する経費

5 資材・原材料費 新製品・新技術開発に必要な資材、原材料費

問商工観光課☎ 43-5221

補助対象経費（対象となる経費の合計額は 20 万円以上であること）

　
市
内
で
新
た
に
起
業
す
る
人
に

対
し
、
起
業
時
に
要
す
る
費
用
を

補
助
し
ま
す
。

対
象
者　
次
の
す
べ
て
の
条
件
に

該
当
す
る
人
❶
市
内
に
居
住

し
、
か
つ
、
市
内
に
起
業
に
係

る
事
務
所
、
店
舗
等
を
設
置
し

て
い
る
こ
と
❷
起
業
す
る
事
業

の
代
表
者
か
つ
実
質
的
な
経
営

者
で
あ
る
こ
と
❸
南
あ
わ
じ
市

商
工
会
が
開
催
す
る
起
業
セ
ミ

ナ
ー
お
よ
び
商
工
会
が
推
薦
す

る
経
営
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る

起
業
・
経
営
に
関
す
る
指
導
を

受
講
し
、
商
工
会
か
ら
推
薦
を

問商工観光課☎ 43-5221

起業支援事業補助金を
創設お知

らせ

受
け
た
者
❹
暴
力
団
員
等
で
な

い
こ
と
❺
市
税
を
滞
納
し
て
い

な
い
こ
と
❻
起
業
後
、
商
工
会

に
加
入
ま
た
は
加
入
見
込
み
で

あ
る
こ
と

補
助
金
額　
補
助
対
象
経
費
の
合

計
額
の
２
分
の
１
以
内

※
上
限
１
５
０
万
円
（
１
０
０
０

円
未
満
は
切
捨
て
）

補
助
対
象
経
費　
事
務
所
等
開

設
費
、
初
度
備
品
費
、
専
門
家

経
費
、
広
告
宣
伝
費
、
高
熱
水

費
、
通
信
費
、
備
品
賃
借
料

※
申
請
方
法
や
補
助
対
象
経
費
等
、

詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

受
付
期
間

　
４
月
１
日（
水
）～
30
日（
木
）

対
象
世
帯
❶　
▼
生
活
保
護
世

帯
▼
身
体
障
害
等
級
１
・
２

級
、
重
度
（
Ａ
判
定
）
知
的

障
害
、
精
神
障
害
１
級
の
人

が
お
り
、
世
帯
全
員
が
住
民

税
非
課
税
の
世
帯
▼
満
70
歳

以
上
の
独
り
暮
ら
し
で
住
民

税
が
非
課
税
の
世
帯

対
象
世
帯
❷　
視
覚
ま
た
は
聴

覚
障
害
等
級
１
～
６
級
、
身

体
障
害
等
級
１・
２
級
、
重

度
（
Ａ
判
定
）
知
的
障
害
、

精
神
障
害
１
級
、
戦
傷
病

（
特
別
項
症
～
第
１
款
症
）

お知
らせ

eo 光テレビ加入者
視聴支援金交付申請の受付

問広報情報課映像制作係☎ 43-2345

の
人
が
世
帯
主
の
世
帯

補
助
内
容　
❶
ま
た
は
❷
の
世

帯
が
eo
光
に
支
払
っ
た
令
和

２
年
1
月
～
３
月
利
用
分
ま

で
の
eo
光
テ
レ
ビ
利
用
料
を

対
象
に
、
❶
の
世
帯
に
は
月

額
１
５
７
５
円
、
❷
の
世
帯

に
は
月
額
７
８
８
円
の
支
援

金
を
交
付
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
受
付
場
所

　

市
役
所
第
３
別

館
（
旧
さ
ん
さ

ん
ネ
ッ
ト
）、
沼

島
出
張
所


